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（令和３年３月） 
 

はじめに（立地適正化計画の概要） 
 

立地適正化計画とは 

都市におけるこれからのまちづくりは、急激に進む人口減少と少子高齢化を背景に、高齢者や子育

て世代にとって安心できる、健康で快適な生活環境を維持しつつ、財政面及び経済面においても、持

続可能な都市経営を実現するために、医療・福祉・商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者を

はじめとする住民が公共交通により、これらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通な

ども含めて、都市全体の構造を見直す『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで、まち

づくりを進めていくことが重要です。 
 

「深川市立地適正化計画」

は、都市再生特別措置法（第

８１条）による「住宅及び都

市機能増進施設の立地の適正

化を図るための計画」として

定め「深川市都市計画マスタ

ープラン」の一部とみなしま

す。（都市再生特別措置法第

８２条） 

 

 

 

 

図 計画の位置づけ 

 

 

計画策定の背景と目的 

深川市は、農業を基幹産業に農畜産物の加工製造などに力を注ぎ、まちづくりを進めてきました。 

しかし、その後の人口減少や少子高齢化が進む中で、今後のまちづくりとしては、厳しい財政制約

の下で、医療・福祉・商業などの生活サービス機能を維持し、必要な都市機能と公共サービスを集約

させ、地域の活性化と生活利便性の向上及び経営コストの効率化を図りながら、少ない人口であって

も市民生活の満足度が高められるようなまちづくりを目指す必要があります。 

このような背景のもと、多くの市民に対して、まちなかへの居住誘導を促し、将来にわたり都市と

して持続可能となるまちづくりを進めるために「深川市都市計画マスタープラン」に掲げる都市づく

りの目標の実現を目指すため「深川市立地適正化計画」を策定するものです。 

 

計画に定める事項（対象区域・計画期間・目標年次） 

対象区域     ：都市計画区域全体（約２，３５３ｈａ） 

計画期間・目標年次：令和 2（２０２０）年度を基準年とし、令和２３（２０４１）年度までの２

２年間（深川市総合計画の計画期間と整合） 

深川市総合計画 

深川市 北海道 

・まち・ひと・しごと
創生総合戦略 

・公共施設等総合管理
計画 

・地域公共交通網形成
計画 

・住生活基本計画 

・公営住宅等長寿命化
計画 

・地域防災計画 

・強靭化計画 

・バリアフリー基本構想 

・緑の基本計画  等 

基
本
的
な 

 
 

事
項
の
整
合 

▼関連計画等 
実現に向けた計画 

都市計画区域の

整備、開発及び

保全の方針 

深川市都市計画マスタープラン 

（都市再生特別措置法第８１条） 

深川市立地適正化計画 

（都市計画法第１８条の２） 

個別の都市計画 

 都市施設   土地利用   その他 t 

即する 

即する 

即する 

（１ページ） 
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 深川市の現状と課題 
 

 立地適正化に向けたまちづくりの課題 

 

課題１：将来人口規模に合わせた市街地のコンパクト化が必要 

＜具体的な課題＞・人口減少の進行    ・市街地中心部の低密度化  ・市街地拡大の抑制 

         ・宅地未利用地の拡大  ・都市運営コスト縮減対策 

本市の人口は、約２０年後の令和２２年

に平成２７年の約６割になると推計されて

います。 

本市では、これまでも計画的な土地利用

を推進してきましたが、都市運営コストの

縮減が求められている中で、今後のまちづ

くりにおいては、将来人口規模に合わせた

市街地のコンパクト化を進めていく必要が

あり、そのための誘導方策が求められます。 

 

課題２：高齢者等誰もが安心して暮らし続けられる居住環境対策 

＜具体的な課題＞・郊外部の高齢化対策         ・自然災害への備え 

・市街地間のネットワーク強化     ・公共交通利用者減少への対応 

人口減少に加え、高齢化の進行も予測さ

れている中で、特に郊外においては高齢者

が安心して生活を維持できる居住環境対策

が重要となります。 

市内移動を担うバス交通は、高齢者等の

交通弱者にとっては重要な移動手段であり、

買い物や通院時に利用しやすい交通環境が

求められています。 

また、自然災害へ対応しながら安全に暮

らし続けられるまちづくりが重要です。 

 

課題３：市街地中心部の利便性向上 

＜具体的な課題＞・市街地中心部の再活性化対策     ・市街地中心部の都市機能維持 

・車社会への対応 

市民アンケート結果（令和元年１２月実施）では「深川市街地にスーパー等の商業施設や医療施設、

公共施設を集約するのは基本だが、他の地域でも最低限の商業施設等の機能を確保すべき」が約４

９％であるなど、市民にとって深川市街地に都市機能が集約されている事が基本認識となっているこ

とが伺えます。 

そのためには、交通利便性の高いＪＲ深川駅を中心とした市街地中心部の定住・流入人口を増加す

るためのまちづくり方策が必要となっています。 

 まちづくりの方針 
 

深川市における立地適正化に向けた現状の課題を踏まえ、上位・関連計画と整合を図りながら「ま

ちづくりの方針」「目指すべき都市の骨格構造」「課題解決のために必要な施策・誘導方針（ストー

リー）」を設定します。 

 

 まちづくりの方針・課題解決のために必要な施策・誘導方針（ストーリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目指すべき都市の骨格構造 

目指すべき都市の骨格構造は、次のとお

り設定します。 

〇 本市の中心拠点は、ＪＲ深川駅前と

し、都市機能の充実と居住誘導を進め

ます。 

〇 ＪＲ深川駅は交通結節点とし、広域

間の交通軸を形成するとともに、市内

路線バスを主体とした各市街地間を結

ぶ拠点間公共交通軸と深川市街地内の

循環型交通網を形成します。 

＜まちづくりの目標＞みんなで創る魅力とにぎわいのあるまちづくり 
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図 路線バスの年間利用者数の推移 

資料：各年国勢調査結果（総務省統計局）、国立社会

保障・人口問題研究所（平成３０年３月推計） 

図 都市の骨格構造 

（３０ページ） 

（３３ページ） 

（３１・３２ページ） 

資料：深川市調べ 

図 年齢３区分別将来人口の推移 

 

 

 深川市街地中心部については、都市機能

の充実とまちなか居住によるにぎわいある

市街地の再生を目指します。 

 

 

 あけぼの市街地、広里市街地、音江市街

地など、既存の特徴を活かした持続的な居

住環境の形成といつまでも住み続けられる

市街地間の交通の確保を目指します。 

まちづくりの基本方針１ 

市街地中心部のにぎわい再生 

まちづくりの基本方針２ 

安心で持続的な特徴ある市街地づくり 

誘導方針（ストーリー） 

① まちなか居住の推進 

② 市街地中心部の利便性向上と周遊促進 

誘導方針（ストーリー） 

③ 安全・安心な居住環境の形成 

④ 市街地間の円滑な交通ネットワーク 
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 誘導区域・誘導施設の設定 
 

居住誘導区域の設定 
 

居住誘導区域は、都市機能や居住が集積し公共交通の利便性が確保されている、次のａ及びｂの２

項目を満たす区域のうち、ｃに該当しない区域を設定します。 
 

都市機能や居住が集積している区域 

現時点で都市機能や居住が集積する区域を設定することとし、平成２７年における人口集中地区

（ＤＩＤ）を基本に、境界周辺については、地域の一体性や土地の利用現況を踏まえて設定します。 

公共交通による利便性が確保されている区域 

市内の主たる公共交通であるバスの利便性が確保されている区域を設定することとし、バス停から

徒歩圏（半径３００ｍ）の範囲内を基本に、土地の現況を踏まえて設定します。 

上記区域のうち、居住誘導区域に含めることが適当ではないと判断される区域 

深川市街地は、想定最大規模（年超過確率１／１０００程度）の降雨の場合において、全域にわた

り５０ｃｍ～５ｍ未満の浸水が想定されています。 

浸水想定が３ｍ未満の区域については、建物２階以上への垂直避難で対応できますが、３～５ｍ未

満の区域については建物３階以上への垂直避難が必要となります。第一種又は第二種低層住居専用地

域は、３階以上の建物が立地する可能性が低いことから、第一種又は第二種低層住居専用地域で浸水

想定が３ｍ以上の区域については、居住誘導区域に含まないこととします。 

 

浸水想定区域内における安全確保の考え方（防災対策） 

「深川市強靭化計画」及び「深川市地域防災計画」に基づき、以下の防災対策を図ります。 

〇 気象等特別警報・警報・注意報並びに情報等を迅速に住民に伝達するため、関係事業者の協力を

得つつ、各種通信媒体を用いた伝達手段の多重化、多様化を検討していきます。 

〇 防災ガイドブックに基づく防災訓練を実施するとともに、洪水予報・水位到達情報の伝達方法、

避難場所などについて、情報等を視覚的に表したハザードマップを活用し、住民に周知します。 

等   

 

 都市機能誘導区域・誘導施設の設定 
 

（１）都市機能誘導区域の設定 

本市においては、深川市街地内のうち、都市機能が一定程度充実している区域、並びに「深川市バ

リアフリー基本構想」における重点整備地区とほぼ同じ区域に都市機能誘導区域を設定します。 

尚、ＪＲ函館本線の北側は土地区画整理事業を実施し、良質な居住環境が整備されたことから、都

市機能誘導区域とせず居住誘導区域に設定し、居住の推進を図ります。 
 

（２）誘導施設の設定 

誘導施設は、次の２点を踏まえて、都市機能誘導区域内に右表のとおり設定します。 

 ①北空知の中核施設 

 ②深川市の中心拠点施設 

 

 

 

図 居住誘導区域・都市機能誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 都市機能誘導施設一覧 

分類 誘導施設 定義 

施設誘導（転出抑制）の考え方 現状 

立地 

状況 

①北空知の 

中核施設 

②深川市の 

中心拠点施設 

行政

施設 

市役所 深川市役所（支所は除く）   ◯ ◯ 

道の行政施設 
総合振興局庁舎、保健所、警察署（交番は除く）
その他行政窓口を有する施設 

◯   ◯ 

税務署 財務省設置法第２４条第１項に規定する税務署 ◯   ◯ 

文化・ 

交流

施設 

図書館 深川市生きがい文化センター条例に規定する施設   ◯ ◯ 

拠点的な交流施設 

ホールや会議室・研修室等の貸館機能を有し、市
民の交流促進、文化創造、生活向上を図る施設の
うち中核となる施設（コミュニティセンター等市内各
市街地に位置する施設は除く） 

  ◯ ◯ 

子育て 

支援

施設 

子育て支援センター 児童福祉法第６条の３第６項に規定する施設   ◯ ◯ 

介護・ 

福祉

施設 

地域包括支援センター 
介護保険法第１１５条の４６第１項の規定する
施設 

  ◯ ◯ 

総合福祉センター 深川市総合福祉センター条例に規定する施設   ◯ ◯ 

医療

施設 
病院 医療法第１条の５第１項に規定する病院 ◯ ◯ ◯ 

商業

施設 

生鮮食料品を扱う 
大規模小売店舗 

大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する
大規模小売店舗のうち生鮮食料品を扱うもの 

◯ ◯ ◯ 

金融

施設 

銀行 銀行法第２条第１項の規定する銀行の店舗 ◯ ◯ ◯ 

地域拠点となる郵便局 ゆうゆう窓口を有する郵便局 ◯   ◯ 

交通

拠点

施設 

バスターミナル 
（複合交通センター） 

自動車ターミナル法に規定するバスターミナル ◯ ◯   

  

（３６ページ） 

（３８～４０ページ） 
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 届出制度 
 

 区  域 届出時期 届出対象行為 

誘導区域外における届出 

計画区域（都市計画区域内）のうち 

居住誘導区域外の区域 
行為に着手する３０日前まで 

開発行為   ○ ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

○ １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が１，０００㎡以上のもの 

建築等行為  ○ ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

○ 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等(上記建築等行為)とする場合 

計画区域（都市計画区域内）のうち 

都市機能誘導区域外の区域 
行為に着手する３０日前まで 

開発行為   ○ 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 

開発行為以外 ○ 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

○ 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

○ 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

誘導区域内における届出 都市機能誘導区域内 行為に着手する３０日前まで ○ 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 

 

 都市機能及び居住を維持・誘導するための施策 
 

 誘導区域における施策 
 

 施  策 概  要 

居住誘導

区域内に

おける 

誘導施策 

低未利用土地の 

流通促進 

深川市空き家・空き地バンクを通して市内及び市外へ情報を発信し

ていきます。 

歩いて暮らせる 

住環境の整備促進 

「深川市バリアフリー基本構想」に基づく歩道のバリアフリー化や街

路灯の設置、除排雪など既存の道路網を活かした住環境の整備を図りま

す。 

狭あい道路の拡幅等 

道路整備促進 

既存の狭あいな私道について、市道認定基準を満たさない私道の用

地拡幅に係る分筆等の費用の助成を継続して実施します。 

効果的・効率的な 

市営住宅整備の推進 

「深川市公営住宅等長寿命化計画（第３期）」に基づき、居住誘導

区域内において市営住宅の建替え等を行う際には、集約化を検討しま

す。 

都市機能

誘導区域

における

施策 

公共施設の 

集約・更新等による 

誘導施設整備の推進 

「深川市公共施設等総合管理計画」の方針を踏まえながら、次の誘

導施設整備について検討を行います。 

〇 駅前周辺地区や中央公民館や文化交流ホールみ・らい、市立病院

が立地する中心市街地地区については、生涯学習機能を備えた地域

交流センターやバスターミナル等交通結節点を含めた複合施設整備

の検討を進め、あわせて用途地域の変更を検討します。 

〇 市庁舎や健康福祉センターなどが立地する市庁舎周辺地区につい

ては、用途地域の変更を検討します。 

歩行空間等の整備 

〇 市街地内の各拠点（駅、行政、医療、商店街など）を連絡する区

間の無電柱化やバリアフリー歩道の整備を進めます。 

〇 主要な交差点などにおける緑地空間の整備や、公共施設・商業施設

等の建替えにあわせたオープンスペースの整備を促進します。 

〇 都市機能誘導区域内に公共施設等の誘導施設を計画する際は、必

要に応じた規模の駐車場設置を検討します。 

民間事業者の 

立地・出店促進 

〇 空き店舗等を活用した集客施設設置や、商業用店舗等開設した場合

の支援措置について、既存支援措置の活用などの検討を行います。 

〇 民間事業者による誘導施設整備にあたっては、国の支援措置等の情報

提供などとともに、必要に応じて都市計画変更の検討を行います。 

 その他の施策 
 

（１）低未利用土地に対する施策 

低未利用土地利用等指針等 

低未利用 

土地利用等指針 

１）利用指針 

・居住誘導区域内： 

・既存住宅の再生を推奨すること 

・良好な居住環境整備のための広場や施設等の利用を推奨すること 

・冬期間における居住環境整備のための地域の雪堆積場としての利用を推奨すること 

・都市機能誘導区域内： 

・都市機能施設利用者や居住者の利便を高め、にぎわいを創出する広場や施設等の利用

を推奨すること 

２）管理指針 

・所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう定期的な除草や清掃、不法投棄等

の予防措置など、自らの責任において空き地及び空き家等の適切な管理を行うこと 

低未利用 

土地権利設定等

促進事業区域 

１）低未利用土地権利設定等促進事業区域の設定 

居住誘導区域 

２）低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項 

・促進すべき権利設定等の種類：地上権、賃借権、所有権等 

・立地を誘導すべき誘導施設等：都市機能誘導区域における誘導施設、 

居住誘導区域における住宅 等 
 

「低未利用土地権利設定等促進計画」や「立地誘導促進施設協定」の活用検討 

 

（２）公共交通ネットワーク施策 
 

施  策 概  要 

各市街地を結ぶ 

公共交通の確保※ 

〇 深川市街地中心部とあけぼの、広里、音江市街地を結ぶ路線バスを維持・確保 

〇 深川市街地内を中心に市民ニーズに対応した市内循環バスを運行 

〇 公共交通に関するＡＩ・ＩＣＴなどの未来技術の研究 

公共交通空白地域の解消※ 公共交通空白地域におけるデマンド型乗合タクシー等の導入を検討 

交通結節機能の強化 交通結節機能の強化に向けたバスターミナル等の整備検討 

※ 深川市地域公共交通網形成計画と連携 

（４２ページ） 

（４３・４４ページ） （４５～４７ページ） 
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 目標値の設定と評価方法 
 

 目標値の設定 
 

○ 深川市街地における居住誘導区域の設定によって、まちなか居住を推進するとともに人口減少を

抑制することを目標とします。 

目標値 現状（平成２７年） 目標（令和２３年） 

全人口に対する 

居住誘導区域内人口割合 

４６．４％ 

（１０，１６２／２１，９０９人） 

６０％ 

（７，８６０／１３，１００人） 

   ※自然減少による令和２２年の全人口に対する居住誘導区域内人口割合の想定は約５５％（７，２３０／１３，１００人）居

住誘導区域内人口は将来人口・世帯予測ツールＶ２（Ｈ２７国調対応版）（国土交通省国土技術政策総合研究所）による推

計値、全人口は国立社会保障・人口問題研究所の令和２２年将来人口１３，０９７人の概数 

 

○ 中心市街地における都市機能誘導区域の設定によって、誘導施設の維持・増加を目指します。 

目標値 現状（令和２年） 目標（令和２３年） 

誘導施設の立地割合 

（都市機能誘導区域内） 
９２．３％ １００％ 

※誘導施設立地種類／誘導施設種類数（１３種）の合計 

 

 計画の評価 
 

（１）評価方法 

前節で掲げた目標値については、概ね５年ごとに進捗状況を確認し、施策の評価・検証を行います。 
 

（２）見直し方針 

本計画は２２年後を目標とした計画ですが、本市を取り巻く社会情勢の変化や国や道、市の上位計

画などの変更、まちづくりの進捗状況などを勘案し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

計画見直し時には『防災指針』を定め、本計画に記載します。 

中間見直しの時期は、１２年後※を目途とします。 

 
※北海道策定の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や深川市策定の「深川市総合計画」の見直し時期を勘案し、１２年

後を目途とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深川市立地適正化計画 概要版  

（令和３年３月） 
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